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○入間市体育施設設置及び管理条例 

昭和５５年１２月２４日 

条例第４３号 

注 平成３年１２月から改正経過を注記した。 

（目的及び設置） 

第１条 市民が健康で文化的な生活を営むことを目的とし、自主的なスポーツ活動を推進す

るとともに、市民の体育の振興を図るため、体育施設を設置する。 

（平１８条例５１・一部改正） 

（名称及び位置） 

第２条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

入間市市民体育館 入間市豊岡四丁目2番1号 

入間市武道館 入間市鍵山三丁目10番20号 

入間市運動公園 入間市豊岡四丁目2番1号 

黒須市民運動場 入間市春日町一丁目及び二丁目地内 

西武市民運動場 入間市大字野田字丸山地内 

中央公園 入間市大字扇町屋1250番地1 

（平３条例４２・平１８条例５１・平２７条例１６・一部改正） 

（指定管理者による管理） 

第３条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定によ

り、市長が指定する法人その他の団体（以下「指定管理者」という。）に、体育施設（西

武市民運動場を除く体育施設をいう。次条において同じ。）の管理を行わせるものとする。 

（平１７条例３８・追加、平１８条例５１・旧第５条の２繰上、平２８条例２７・

旧第４条繰上・一部改正） 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第４条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 体育施設の使用の許可に関する業務 

(2) 体育施設の維持管理に関する業務 

(3) 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

（平１７条例３８・追加、平１８条例５１・旧第５条の３繰上、平２８条例２７・

資料４-1  
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旧第５条繰上・一部改正） 

（体育施設） 

第５条 体育施設の種別は、別表第１のとおりとする。 

２ 体育施設の使用期間及び時間は、別表第２のとおりとする。 

（平８条例１３・平１７条例３８・一部改正、平２８条例２７・旧第６条繰上） 

（休館日） 

第６条 入間市市民体育館及び入間市武道館の休館日は、１２月２８日から翌年の１月４日

までの日とする。 

２ 指定管理者は、前項に規定する休館日のほか、必要があると認めるときは、市長の承認

を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。 

（平３条例４２・平８条例１３・平１７条例３８・一部改正、平２８条例２７・旧

第７条繰上・一部改正） 

（使用の許可） 

第７条 体育施設及び附属設備（以下「体育施設等」という。）を使用しようとする者は、

西武市民運動場にあつては市長、その他の体育施設にあつては指定管理者の許可を受けな

ければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 市長又は指定管理者は、前項の許可をする場合において、体育施設等の管理上必要な条

件を付することができる。 

（平３条例４２・平８条例３１・平１７条例３８・一部改正、平２８条例２７・旧

第８条繰上・一部改正） 

（許可の制限） 

第８条 市長又は指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、体育施設等の使

用を許可しないものとする。 

(1) 公益を害するおそれがあるとき。 

(2) 体育施設等を破損するおそれがあるとき。 

(3) その他管理上支障があると認めたとき。 

（平１７条例３８・一部改正、平２８条例２７・旧第９条繰上・一部改正） 

（行為の禁止） 

第９条 体育施設において、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 体育施設を損傷し、又は汚損すること。 

(2) 植物を伐採又は採取すること。 
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(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。 

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。 

(5) ごみその他の汚物を捨てること。 

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。 

(7) 指定された場所以外の場所に自動車等の乗り入れ又は駐車すること。 

（平８条例１３・一部改正、平２８条例２７・旧第１０条繰上） 

（使用権の譲渡等の禁止） 

第１０条 使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、体育施設等を使用する権

利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。 

（平２８条例２７・旧第１１条繰上） 

（使用権の取消し等） 

第１１条 市長又は指定管理者は、使用者が次の各号の一に該当するとき又は体育施設の管

理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、

又は取り消すことができる。 

(1) この条例等の規定に違反したとき。 

(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。 

(3) 使用条件の許可に違反したとき。 

(4) その他市長が緊急に使用を必要とするとき。 

（平８条例１３・平８条例３１・平１７条例３８・一部改正、平２８条例２７・旧

第１２条繰上） 

（有料の体育施設及び使用料） 

第１２条 有料の体育施設及びその使用料は、別表第３及び別表第４のとおりとする。 

２ 前項に定めるもののほか、附属設備の使用料は、規則で定める。 

３ 使用料は、使用の許可を受けた際納入するものとする。 

（平３条例４２・平８条例１３・平１７条例３８・平２７条例１６・一部改正、平

２８条例２７・旧第１３条繰上・一部改正） 

（使用料の減免） 

第１３条 市長は、使用者が体育施設等を公用又は公共用の事業の用に供するため使用する

場合で、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することがで

きる。 

（平７条例１０・一部改正、平２８条例２７・旧第１４条繰上） 
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（使用料の還付） 

第１４条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、

この限りでない。 

(1) 体育施設等の管理上特に必要があるため、指定管理者が使用の許可を取り消したとき。 

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、体育施設等を使用することができ

ないとき。 

（平８条例１３・平１７条例３８・一部改正、平２８条例２７・旧第１５条繰上） 

（原状回復の義務） 

第１５条 使用者は、体育施設等の使用が終わつたときは、速やかに当該施設等を原状に復

し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。使用の停止又は許可の取消しの処分を

受けたときも、同様とする。 

２ 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長又は指定管理者は原状に復し、これに

要した費用は、使用者の負担とする。 

（平１７条例３８・一部改正、平２８条例２７・旧第１６条繰上・一部改正） 

（損害賠償の義務） 

第１６条 使用者又は入場者は、故意若しくは過失により体育施設等を破損又は滅失したと

きは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。 

（平８条例３１・平１７条例３８・一部改正、平２８条例２７・旧第１７条繰上） 

（目的外使用） 

第１７条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第７項の規定に

基づき、次に掲げる行為については、業務に支障がない限り体育施設等の全部又は一部を

目的外に使用させることができる。 

(1) 飲食物その他物品を販売するため、売店又は立売をすること。 

(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。 

(3) 興行を行うこと。 

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、体育施設等の全部又は一

部を独占し使用すること。 

(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。 

(6) その他市長が認めたもの 

２ 前項の目的外に使用する使用料は、次のとおりとする。 

(1) 市内又は所沢市、飯能市、狭山市若しくは日高市の区域内に住所を有する個人、法人、
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団体等が使用しようとするときは、別表第３又は別表第４に規定する使用料の２倍の金

額 

(2) 前号に規定する以外のものが使用しようとするときは、別表第３又は別表第４に規定

する使用料の３倍の金額 

３ 入場料等を徴収して専用する場合の使用料は、次のとおりとする。 

(1) 体育競技を行うときは、別表第３又は別表第４に規定する使用料の３倍の金額 

(2) その他のときは、別表第３又は別表第４に規定する使用料の５倍の金額 

４ 前二項に掲げるもの以外の使用料は、別に定める。 

（平８条例１３・平８条例３１・平１８条例４９・平２７条例１６・一部改正、平

２８条例２７・旧第１８条繰上・一部改正、平３１条例４・一部改正） 

（委任） 

第１８条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。 

（平１７条例３８・旧第２０条繰上、平２８条例２７・旧第１９条繰上・一部改正） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和５６年４月１日から施行する。 

（入間市体育場設置および管理条例等の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

(1) 入間市体育場設置および管理条例（昭和４６年条例第４０号） 

(2) 入間市運動公園設置及び管理条例（昭和５２年条例第１５号） 

(3) 入間市民運動場設置及び管理条例（昭和５５年条例第１３号） 

（経過措置） 

３ この条例施行の際、入間市体育場設置および管理条例、入間市運動公園設置及び管理条

例並びに入間市民運動場設置及び管理条例の規定に基づいて申請し、又は許可を受けた者

は、それぞれこの条例の規定により申請し、又は許可を受けたものとみなす。 

附 則（昭和５６年条例第２３号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和５６年５月１日から適用する。 

附 則（昭和５７年条例第１７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５８年条例第１５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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附 則（昭和５９年条例第３２号） 

この条例は、昭和５９年１０月１日から施行する。 

附 則（昭和６０年条例第２８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３年条例第４２号） 

この条例は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則（平成４年条例第３０号） 

この条例は、平成５年１月１日から施行する。 

附 則（平成４年条例第３９号） 

この条例は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成５年条例第２０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成６年条例第１１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成７年条例第１０号） 

この条例は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年条例第１３号） 

この条例は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年条例第３１号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１８条第２項第１号及び別表第３備考

の改正規定は、平成８年１１月１日から施行する。 

２ 改正後の第１８条第２項第１号及び別表第３備考の規定は、平成８年１１月１日以後に

申請のあったものについて適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例

による。 

附 則（平成１７年条例第３８号） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行前に改正前の入間市スポーツ総合センター並びに体育施設設置及び管理

条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の入間市スポーツ総合セン

ター並びに体育施設設置及び管理条例の規定によりなされた行為とみなす。 

附 則（平成１８年条例第４９号） 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、第１条、第４条及び第５条の規
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定は公布の日から、第１０条から第１７条までの規定は地方自治法の一部を改正する法律（平

成１８年法律第５３号）附則第１条第２号の規定により同法第２３８条の４の改正規定の施

行期日として政令で定める日から施行する。 

附 則（平成１８年条例第５１号） 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年条例第２４号） 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第３の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用

する。 

附 則（平成２７年条例第１６号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 中央公園の体育施設の使用料について、第１条の規定による改正後の入間市体育施設設

置及び管理条例（以下「新体育施設条例」という。）の規定は、この条例の施行の日以後

の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。 

附 則（平成２８年条例第２７号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。 

（入間市体育施設設置及び管理条例の改正に伴う経過措置） 

４ この条例の施行前に第２１条の規定による改正前の入間市体育施設設置及び管理条例の

規定によりなされた処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の入間市体育施

設設置及び管理条例の規定によりなされた行為とみなす。 

附 則（平成３１年条例第４号） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 改正後の規定は、平成３１年４月１日以後に使用又は利用の申請のあったものについて

適用し、同日前に使用又は利用の申請のあったものについては、なお従前の例による。 

附 則（令和４年条例第２８号） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第４の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用

する。 
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別表第１（第５条関係） 

（平３条例４２・平４条例３９・平７条例１０・平８条例１３・平１７条例３８・

平２７条例１６・平２８条例２７・令４条例２８・一部改正） 

体育施設 

施設名 種別 

入間市市民体育館 主競技場 

多目的室(A) 

多目的室(B) 

卓球場 

弓道場 

トレーニング室 

入間市武道館 第1道場（柔道場） 

第2道場（剣道場） 

弓道場 

入間市運動公園 テニスコート 

陸上競技場（ソフトボール場） 

50メートルプール 

児童プール 

土俵 

黒須市民運動場 ソフトボール場 

野球場 

サツカー場 

テニスコート 

西武市民運動場 ソフトボール場 

テニスコート 

中央公園 野球場 

テニスコート 

別表第２（第５条関係） 

（平８条例１３・追加、平２７条例１６・平２８条例２７・令４条例２８・一部改

正） 
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体育施設の使用期間及び時間 

施設名 期間 時間 

入間市市民体育館 4月1日から翌年の3月31日まで 午前9時から午後9時30

分まで 

入間市武道館 4月1日から翌年の3月31日まで 午前9時から午後9時30

分まで 

入間市運動

公園 

テニスコート 4月1日から翌年の3月31日まで 午前8時30分から午後4

時30分まで 陸上競技場 

プール 7月1日から9月30日まで 午前10時から午後6時ま

で 

土俵 4月1日から翌年の3月31日まで 午前8時30分から午後8

時30分まで 

黒須市民運動場 4月1日から翌年の3月31日まで 午前8時30分から午後4

時30分まで 西武市民運動場 

中央公園 野球場 3月1日から11月30日まで 午前8時30分から午後4

時30分まで 

テニスコート 4月1日から翌年の3月月31日まで 午前8時30分から午後9

時まで 

備考 施設管理の都合により、使用期間及び時間を繰り上げ、又は繰り下げることができ

る。 

別表第３（第１２条関係） 

（平３条例４２・全改、平４条例３９・平７条例１０・一部改正、平８条例１３・

旧別表第２繰下・一部改正、平８条例３１・平２１条例２４・平２７条例１６・平

２８条例２７・平３１条例４・令４条例２８・一部改正） 

体育施設（中央公園を除く。）の使用料 

施設

名 

専用使用 

入間

市市

民体

使用区分 

種別 

午前 午後 夜間 全日 

午前9時～正

午 

午後1時～午

後5時 

午後6時～午

後9時30分 

午前9時～

午後9時30
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育館 分 

主競

技場 

アマチュアの体

育、スポーツ及

びレクリェーシ

ョンに使用する

場合 

一般・学生 円 

4,000 

円 

6,000 

円 

8,000 

円 

18,000 

児童・生徒 2,000 3,000 4,000 9,000 

その他の場合 平日 8,000 12,000 16,000 36,000 

土・日曜日 

休日 

12,000 18,000 24,000 54,000 

多目的室(A) 一般・学生 1,000 1,500 2,000 4,500 

児童・生徒 500 700 1,000 2,200 

多目的室(B) 一般・学生 1,000 1,500 2,000 4,500 

児童・生徒 500 700 1,000 2,200 

弓道場 一般・学生 1,000 1,500 2,000 4,500 

児童・生徒 500 700 1,000 2,200 

卓球場 一般・学生 1,000 1,500 2,000 4,500 

児童・生徒 500 700 1,000 2,200 

トレーニング室 一般・学生 1,000 1,500 2,000 4,500 

児童・生徒 500 700 1,000 2,200 

会議室 （1時間につき） 200円 

役員室 （1時間につき） 100円 

個人使用 

種別 使用料 

一般・学生 （1回につき） 200円 

児童・生徒 （1回につき） 100円 

入間

市武

道館 

専用使用 

使用区分 

種別 

午前 午後 夜間 全日 

午前9時～正

午 

午後1時～午

後5時 

午後6時～午

後9時30分 

午前9時～

午後9時30

分 
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第1

道場

（柔

道

場） 

アマチュアの武

道、スポーツ及

びレクリェーシ

ョンに使用する

場合 

一般・学生 円 

3,600 

円 

4,800 

円 

6,000 

円 

14,400 

児童・生徒 1,800 2,400 3,000 7,200 

その他の場合 平日 7,200 9,600 12,000 28,800 

土・日曜日 

休日 

10,800 14,400 18,000 43,200 

第2

道場

（剣

道

場） 

アマチュアの武

道、スポーツ及

びレクリェーシ

ョンに使用する

場合 

一般・学生 4,500 6,000 7,500 18,000 

児童・生徒 2,250 3,000 3,750 9,000 

その他の場合 平日 9,000 12,000 15,000 36,000 

土・日曜日 

休日 

13,500 18,000 22,500 54,000 

弓道場 一般・学生 1,800 2,400 3,000 7,200 

児童・生徒 900 1,200 1,500 3,600 

第1会議室 （1時間につき） 200円 

第2会議室 （1時間につき） 200円 

第1役員室 （1時間につき） 100円 

第2役員室 （1時間につき） 100円 

個人使用 

種別 使用料 

一般・学生 （1回につき） 200円 

児童・生徒 （1回につき） 100円 

入間

市運

動公

園 

使用区分 

種別 

1時間 2時間 半日 1日 

午前8時30分

～1時間単位

とする。 

午前8時30分

～2時間単位

とする。 

（午前8時30

分～午後零

時30分） 

午前8時30

分～午後4

時30分 
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（午後零時

30分～午後4

時30分） 

テニスコート（1面に

つき） 

一般・学生 300円 600円 1,200円 2,400円 

児童・生徒 150 300 600 1,200 

陸上競技

場 

陸上競技 一般・学生   600 1,200 2,400 

児童・生徒 300 600 1,200 

ソフトボー

ル（1面につ

き） 

一般・学生   300 600 1,200 

児童・生徒 150 300 600 

プール 一般・学生 （1人1回につき） 300円 

生徒 （1人1回につき） 200円 

児童 （1人1回につき） 100円 

備考 

１ 市民体育館の主競技場の専用使用は、全面、２分の１又は４分の１の単位として行

い、その専用使用料は、規定使用料の全額から４分の１に相当する額とする。 

２ 武道館の道場の専用使用は、全面、３分の２又は３分の１の単位として行い、その

専用使用料は、規定使用料の全額から３分の１に相当する額とする。 

３ 上記１及び２以外の使用については、当該競技ができる範囲で使用し、その使用料

は個人使用料の額とする。 

４ 市内又は所沢市、飯能市、狭山市若しくは日高市の区域内に住所を有しない個人、

法人、団体等の使用料は、規定使用料の倍額とする。ただし、プールの使用料は除く。 

別表第４（第１２条関係） 

（平２７条例１６・追加、平２８条例２７・平３１条例４・令４条例２８・一部改

正） 

中央公園の使用料 

１ 野球場 

(1) 野球場使用料 

使用区分 

 

平日 土・日曜日・休日 

半日 1日 半日 1日 
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種別 （午前8時30分～

午後零時30分） 

（午後零時30分～

午後4時30分） 

午前8時30分～午

後4時30分 

（午前8時30分～

午後零時30分） 

（午後零時30分～

午後4時30分） 

午前8時30分～午

後4時30分 

アマチュアの体

育、スポーツ及び

レクリエーション

に使用する場合 

700円 1,400円 1,000円 2,000円 

その他の場合 5,000円 10,000円 5,000円 10,000円 

備考 

ア 市内又は所沢市、飯能市、狭山市若しくは日高市の区域内に住所を有する児童及び

生徒が使用する場合の使用料は、規定使用料の半額とする。 

イ 市内又は所沢市、飯能市、狭山市若しくは日高市の区域内に住所を有しない個人、

法人、団体等の使用料は、規定使用料の倍額とする。 

ウ 野球場を練習のため使用する場合は、１０人以上の人員でなければならない。 

(2) 附帯設備使用料 

電気設備 １回につき ５００円 

２ テニスコート 

使用区分 

 

種別 

1時間 2時間 半日 1日 夜間 

午前8時30分～

1時間単位とす

る。 

午前8時30分～

2時間単位とす

る。 

（午前8時30分

～午後零時30

分） 

（午後零時30

分～午後4時30

分） 

午前8時30分～

午後4時30分 

午後5時～1時

間単位とする。 

テニスコート 

（1面につき） 

300円 600円 1,200円 2,400円 300円 

夜間照明（1

面につき） 

点灯1時間につき300円 

備考 
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ア 市内又は所沢市、飯能市、狭山市若しくは日高市の区域内に住所を有する児童及び

生徒が使用する場合の使用料は、規定使用料の半額とする。 

イ 市内又は所沢市、飯能市、狭山市若しくは日高市の区域内に住所を有しない個人、

法人、団体等の使用料は、規定使用料の倍額とする。 

 


